
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及

び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五

百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

第
二
号
ニ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
中
「

」
を
「

」
に
、
「
ロ
」
を
「

(Ⅳ)

(Ⅴ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

ハ
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
イ
の
⑺
の
㈣
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈤

福
祉
・
介
護
職
員
の
経
験
若
し
く
は
資
格
等
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み
又
は
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
定

期
に
昇
給
を
判
定
す
る
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
こ
と
。

㈥

㈤
の
要
件
に
つ
い
て
書
面
を
も
っ
て
作
成
し
、
全
て
の
福
祉
・
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

第
二
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ)

イ
の
⑴
か
ら
⑹
ま
で
、
⑺
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
及
び
⑻
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

第
二
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



二
頁

ハ

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

イ
の
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈠

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
す
る
こ
と
。

ａ

福
祉
・
介
護
職
員
の
任
用
の
際
に
お
け
る
職
責
又
は
職
務
内
容
等
の
要
件
（
福
祉
・
介
護
職
員
の
賃
金

に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ｂ

ａ
の
要
件
に
つ
い
て
書
面
を
も
っ
て
作
成
し
、
全
て
の
福
祉
・
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

㈡

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
す
る
こ
と
。

ａ

福
祉
・
介
護
職
員
の
資
質
の
向
上
の
支
援
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
係
る
研
修
の
実
施

又
は
研
修
の
機
会
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

ｂ

ａ
に
つ
い
て
、
全
て
の
福
祉
・
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

平
成
二
十
年
十
月
か
ら
イ
の
⑵
の
届
出
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
実
施
し
た
福
祉
・
介
護
職
員
の
処

遇
改
善
の
内
容
（
賃
金
改
善
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
福
祉
・
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
に
要
し
た

費
用
を
全
て
の
福
祉
・
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。


